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第1章 施設の設置に関する計画等 

1.1 目的 

東京たま広域資源循環組合のエコセメント化施設は、設備更新を予定している。更新

工事中においても通常通り焼却残さを受入れるが、エコセメント化施設での処理は困難

となることから、本事業は焼却残さを一時的に埋立てるための処理施設を設置するもの

である（一時的に埋立てた焼却残さは、エコセメント化施設の稼働時に掘り起こし、エ

コセメント化施設に搬入する予定である。）。 

なお、事業の実施にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年12 月

25 日法律第137 号）第9 条の3 に基づき周辺環境の現状を把握するとともに、対象施設の稼

働に伴う環境に及ぼす影響の内容及びその程度について予測、影響の分析を行うことで、周

辺地域の環境の保全に適正な配慮をする。 

 

1.2 施設の設置者の氏名及び住所 

設置者  ：東京たま広域資源循環組合 

代表者  ：管理者 阿部 裕行 

住所   ：東京都西多摩郡日の出町大字大久野 7642 番地 

 

1.3 施設の設置場所 

東京都西多摩郡日の出町大字大久野字玉の内地内（日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場） 

（図 1.3-1 参照） 

 

1.4 設置する施設の種類 

焼却残さ処理施設（移動式破砕機、混練機） 

 

1.5 施設において処理する廃棄物の種類 

焼却残さ（燃え殻：湿灰）、焼却残さ（ばいじん：乾燥灰） 

 

1.6 施設の処理能力 

焼却残さ処理施設の処理能力は、表 1.6-1 に示すとおりである。 

 

表 1.6-1 施設の処理能力 

項目 湿灰受入処理施設 乾燥灰受入処理施設 

処理能力 40t/日 90t/日 

稼働時間 5 時間 5 時間 
注）稼働時間は午前 8時 30 分から午後 5 時 15 分のうちの 5時間とする。 

 

1.7 施設の処理方式 

湿灰受入処理施設  ：低速回転破砕方式 

乾燥灰受入処理施設 ：薬剤処理方式  
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図 1.3-1(1) 施設の設置場所 
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図 1.3-1(2) 施設の設置場所 

作業範囲 

仮設テント 

一時埋立範囲 

乾燥灰受入 

処理施設 

湿灰受入 

処理施設 
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1.8 施設の構造及び設備 

施設の概略フロー図は図 1.8-1、膜構造平屋建（以下、「仮設テント」という。）のイ

メージは図 1.8-2 に示すとおりである。各施設の概要は次に示すとおりである。 

 

1.8.1 湿灰受入処理施設 

主な設備は、ホッパ・破砕機・排出コンベヤ等一体型の移動式破砕機、バックホウ等

である。この設備は仮設テント内に設置する。 

 

1.8.2 乾燥灰受入処理施設 

主な設備は、受入コンベヤ（乾燥灰処理物搬送コンベヤ）、混練機、乾燥灰貯留槽、薬

剤貯留槽、加湿水槽等である。この設備は仮設テント内に設置する。 

 

1.9 主要な設備機器 

主要な設備機器は、表 1.9-1 に示すとおりである。 

 

表 1.9-1 主要な設備機器 

対象施設 種類 数量（基） 

湿灰受入処理施設 

移動式破砕機 1 

バックホウ 1 

排風機 1 

乾燥灰受入処理施設 

受入コンベヤ 2 

混練機 2 

乾燥灰貯留槽 2 

薬剤貯留槽 1 

加湿水槽 1 

バグフィルタ 2 

排風機 1 

 
1.10 車両運行計画 

施設関連車両の走行経路は、図 1.11-1 に示すとおりである。 

本事業の実施により、関連車両（処理薬剤搬入車両）が 1台/日発生する。なお、新た

な廃棄物運搬車両は発生しない。 

 

1.11 着工予定及び使用開始予定 

着工予定   ：令和 7年 10 月 

使用開始予定 ：令和 8年 10 月 
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図 1.11-1 車両運行計画 

施設車両走行経路 
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1.12 公害防止基準 

1.12.1 粉じん 

計画地及びその周辺地域の粉じん（浮遊粒子状物質）の基準値は、表 1.12-1 に示すとお

りである。 

 

表 1.12-1 粉じん（浮遊粒子状物質）の公害防止基準値 

項目 公害防止基準値 

浮遊粒子状物質 
1 時間値の 1日平均値が 0.10mg/m3以下であり、
かつ、1時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

注 1）準用基準：「大気汚染に係る環境基準について（昭和 48 年環境庁告示第 25 号）」

別表の基準 

 

1.12.2 騒音 

計画地及びその周辺地域の騒音の基準値は、表 1.12-2 に示すとおりである。 

 

表 1.12-2 騒音の公害防止基準値 

項目 
公害防止基準値 

評価 朝 
午前 6時から午前 8時まで 

昼間 
午前 8時から午後 7時まで 

騒音 45dB 50dB 90％上端値による 

注 1）準用基準：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年条例第 215 号）」別表第 7「工場及

び指定作業場に適用する規制基準」5騒音の第 2種区域（計画地敷地境界の場合は適用） 

 

1.12.3 振動 

計画地及びその周辺地域の振動の基準値は、表 1.12-3 に示すとおりである。 

 

表 1.12-3 振動の公害防止基準値 

項目 
公害防止基準値 

昼間 
午前 8時から午後 7時まで 

夜間 
午後 7時から翌日午前 8時まで 

振動 60dB 55dB 

注 1）準用基準：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年条例第 215 号）」別表第 7「工場及

び指定作業場に適用する規制基準」6振動の第 1種区域（計画地敷地境界の場合は適用） 

 

1.12.4 悪臭 

計画地の悪臭の基準値は、表 1.12-4 に示すとおりである。 

なお、計画地敷地境界で臭気指数が公害防止基準値を超過した場合には、臭気指数及び

表 1.12-5 に示す全ての項目を測定することとする。 

 

表 1.12-4 悪臭の公害防止基準値（臭気指数） 

項目 公害防止基準値 

臭気指数 10 

注 1）準用基準：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年条例第 215 号）」

別表第 7「工場及び指定作業場に適用する規制基準」7悪臭の第一種区域 
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表 1.12-5 悪臭の公害防止基準値（悪臭物質） 

項目 
規制基準 

（ppm） 

アンモニア 1 

メチルメルカプタン 0.002 

硫化水素 0.02 

硫化メチル 0.01 

二硫化メチル 0.009 

トリメチルアミン 0.005 

アセトアルデヒド 0.05 

プロピオンアルデヒド 0.05 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 

イソブチルアルデヒド 0.02 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 

イソバレルアルデヒド 0.003 

イソブタノール 0.9 

酢酸エチル 3 

メチルイソブチルケトン 1 

トルエン 10 

スチレン 0.4 

キシレン 1 

プロピオン酸 0.03 

ノルマル酪酸 0.001 

ノルマル吉草酸 0.0009 

イソ吉草酸 0.001 

注 1）準用基準：「悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号）」及び「都知事が決定した規

制基準(平成 7 年告示第 490 号)」その他地域 

 

  



 

9 

第2章 生活環境影響調査項目の選定 

2.1 生活環境影響要因と生活環境影響調査項目 

設置する施設の特性や事業計画を踏まえ、廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(平成 18 年

9 月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)(以下、「指針」という。)の「4-1 破砕・選別

施設」に基づき、生活環境影響項目を選定した。生活環境影響要因と生活環境影響調査項目と

の関係は表 2.1-1 に示すとおりである。 

 

表 2.1-1 生活環境影響要因と生活環境影響調査項目 

調査事項 

生活環境影響要因 

 

生活環境影響調査項目 

施設排水の 

排出 
施設の稼働 

施設からの 

悪臭の漏洩 

廃棄物運搬 

車両の走行 

大
気
環
境 

大気質 

粉じん  ○   

二酸化窒素(NO2)    － 

浮遊粒子状物質(SPM)    － 

騒音 騒音レベル  ○  － 

振動 振動レベル  ○  － 

悪臭 
特定悪臭物質濃度 

または臭気指数(臭気濃度) 
  ○  

水
環
境 

水質 

生物化学的酸素要求量(BOD) 

または化学的酸素要求量(COD) 
－    

浮遊物質量(SS) －    

その他必要な項目注2) －    

注 1）○：生活環境影響調査項目として選定した項目（現地調査なし） 

－：生活環境影響調査項目として選定しなかった項目 

注 2）その他必要な項目とは、処理される廃棄物の種類、性状及び立地特性等を考慮して、影響が予測される項目で

ある。たとえば、全窒素(T-N)、全リン(T-P)、(T-N、T-P を含む排水を、それらの排水基準が適用される水域に

放流する場合)等があげられる。 
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2.2 生活環境影響調査項目として選定した理由または選定しなかった理由 

生活環境影響調査項目として選定した理由または選定しなかった理由は表 2.2-1に示すと

おりである。 

 

表 2.2-1 生活環境影響調査項目として選定した理由または選定しなかった理由 

調査 

事項 
項目 影響要因 

選定 

結果 
選定した理由または選定しなかった理由 

大
気
質 

粉じん 施設の稼働 ○ 

施設の稼働により粉じんが発生する可能性があると考

えられるため選定した。 

ただし、施設の設置場所では二ツ塚処分場及びエコセメント

化施設（以下、「現施設」という。）に対する粉じん（浮遊

粒子状物質）の現地調査を実施しており、この調査内容

は、指針に定められる現況把握の範囲で実施しているこ

とから、既存の調査結果に基づき現況把握を行い、新た

な現地調査は実施しないものとした。 

二酸化窒素(NO2) 

廃棄物運搬 

車両の走行 
－ 

廃棄物運搬車両の走行について、本事業の実施による

追加の廃棄物運搬車両は発生しない。その他、関連車

両（処理薬剤搬入車両）が発生するが、1台/日と交通

量はほぼ変化しないことから、廃棄物運搬車両の走行

における大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）は生活

環境影響調査項目として選定しない。 

浮遊粒子状物質(SPM) 

騒
音 

騒音レベル 

施設の稼働 ○ 

施設の稼働により騒音が発生すると考えられるため選

定した。 

ただし、施設の設置場所では現施設に対する騒音の現地調査

を実施しており、この調査内容は、指針に定められる範囲で

実施していることから、既存の調査結果に基づき現況把握を

行い、新たな現地調査は実施しないものとした。 

廃棄物運搬 

車両の走行 
－ 大気質と同様の理由で選定しない。 

振
動 

振動レベル 

施設の稼働 ○ 

施設の稼働により振動が発生すると考えられるため選

定した。 

ただし、施設の設置場所では現施設に対する振動の現地調査

を実施しており、この調査内容は、指針に定められる範囲で

実施していることから、既存の調査結果に基づき現況把握を

行い、新たな現地調査は実施しないものとした。 

廃棄物運搬 

車両の走行 
－ 大気質と同様の理由で選定しない。 

悪
臭 

特定悪臭物質濃度 

または 

臭気指数(臭気濃度) 

施設からの 

悪臭の漏洩 
○ 

施設の稼働により悪臭が発生する可能性があると考え

られるため選定した。 

ただし、施設の設置場所では現施設に対する悪臭（臭気

指数）の現地調査を実施しており、この調査内容は、指

針に定められる範囲で実施していることから、既存の調

査結果に基づき現況把握を行い、新たな現地調査は実施

しないものとした。 

水
質 

生物化学的酸素要求

量(BOD) 施設排水の 

排出 

－ 施設の稼働による排水はほとんど排出されず、排水は

二ツ塚処分場の浸出水処理施設で処理し、公共下水道へ放

流することから、生活環境影響調査項目として選定し

ない。 

浮遊物質量(SS) － 

その他必要な項目 － 

注 1）○：生活環境影響調査項目として選定した項目（現地調査なし）  

－：生活環境影響調査項目として選定しなかった項目   
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第3章 生活環境影響調査の結果 

3.1 大気質 

3.1.1 調査対象地域 

調査対象地域は、図 3.1-1 に示す計画地、及び粉じんの影響範囲を考慮し、計画地周辺に位

置する人家等を含む周辺地域約 1.0km の範囲とした。 

 

3.1.2 現況把握 

（1）現況把握項目 

現況把握項目ごとの調査方法は、表 3.1-1 に示すとおりである。 

 

表 3.1-1 現況把握項目（大気質） 

区分 現況把握項目 

大気汚染の状況 
既存資料調査 浮遊粒子状物質 

既存現地調査 粉じん（浮遊粒子状物質） 

気象の状況 
既存資料調査 

風向、風速 
既存現地調査 

自然的条件 

及び社会的条件 
既存資料調査 

大気汚染に係る発生源の状況 

土地利用の状況、人家の分布状況 

関係法令の指定状況 

 

（2）現況把握方法 

現況把握項目ごとの調査方法は、表 3.1-2 に示すとおりである。 

 

表 3.1-2 現況把握項目ごとの調査方法 

現況把握項目 調査地点 調査時期 調査方法 

大気汚染 

の状況 

粉じん 

(浮遊粒子

状物質) 

既存資料調査 
計画地及び 

その周辺地域 
令和 6年 10 月時点 既存資料の整理 

既存現地調査 

計画地 2地点及び 

周辺地域 3地点 

(図 3.1-1 参照) 

2 月及び 8月に 

各 2週間測定 

（令和 2年～令和 6

年分） 

「大気汚染に係る環境基準に

ついて」（昭和 48 年環境庁告

示第 25 号）に定める方法 

気象の状況 
風向、 

風速 

既存資料調査 
計画地及び 

その周辺地域 
令和 6年 10 月時点 既存資料の整理 

既存現地調査 
計画地 1地点 

(図 3.1-1 参照) 

令和 5年 4月 1日～ 

令和 6年 3月 31 日 

「地上気象観測指針」(平成

14 年、気象庁)に定める方法

に定める方法 

自然的条件 

及び 

社会的条件 

大気汚染に係る 

発生源の状況 

計画地及び 

その周辺地域 
令和 6年 10 月時点 既存資料の整理 

土地利用の状況、 

人家の分布状況 

計画地及び 

その周辺地域 
令和 6年 10 月時点 

「国土数値情報ダウンロー

ド」(国土交通省 HP)の整理 

関係法令の指定状況 
計画地及び 

その周辺地域 
令和 6年 10 月時点 環境基準等の関係法令の整理 
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図 3.1-1 既存現地調査 

地点図（大気質） 

No.1 

No.2 地上気象調査地点 

萱窪交差点 

No.3 

No.4 

No.5 

既存資料調査地点：浮遊粒子状物質 

既存現地調査地点：粉じん（浮遊粒子状物質） 

既存現地調査地点：地上気象 
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（3）現況把握の結果 

① 大気汚染の状況 

ア 粉じん（浮遊粒子状物質） 

a 既存資料調査 

既存資料調査結果は、表 3.1-3 に示すとおりである。 

日平均値は 0.006mg/m3、1 時間値の最高値は 0.010mg/m3であり、環境基準を下回っ

ている。 

 

表 3.1-3 既存資料調査結果（浮遊粒子状物質） 

単位：mg/m3 

調査地点 

測定値 

環境基準値 
令和 4年 10 月 6 日 令和 5年 2月 14 日 

1 日 

平均値 

1 時間値 

最大値 

1 日 

平均値 

1 時間 

値最大値 

萱窪交差点 0.006 0.010 0.006 0.010 

1 時間値の 1日平均値が 0.10 ㎎

/m3以下であり、かつ、1時間値

が 0.20 ㎎/m3以下であること。 

注 1）測定時間は 24 時間である。 

出典：「令和 4 年度『交通量環境』調査結果」（令和 6年 10 月閲覧、日の出町 HP） 

 

b 既存現地調査 

既存現地調査結果は、表 3.1-4 に示すとおりである。 

計画地の敷地境界地点である地点No.1及びNo.2の期間平均値は0.005～0.025mg/m3

であり、1 時間値の最大値は 0.161mg/m3 であった。周辺地点の期間平均値は 0.006～

0.026mg/m3であり、1 時間値の最大値は 0.113mg/m3であった。なお、全ての地点にお

いて環境基準を下回っていた。 

 

表 3.1-4 既存現地調査結果（粉じん（浮遊粒子状物質）） 

 単位：mg/m3 

地点 

番号 
項目 

令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 
基準値 

2 月 8 月 2 月 8 月 2 月 8 月 2 月 8 月 2 月 8 月 

No.1 
期間平均値 0.014 0.022 0.012 0.025 0.007 0.020 0.010 0.016 0.007 0.016 0.10 
1 時間値の
最大値 0.096 0.048 0.161 0.070 0.031 0.053 0.047 0.104 0.033 0.046 0.20 

No.2 
期間平均値 0.013 0.023 0.015 0.022 0.008 0.020 0.009 0.016 0.005 0.014 0.10 
1 時間値の
最大値 0.074 0.049 0.047 0.065 0.030 0.051 0.045 0.075 0.017 0.042 0.20 

No.3 
期間平均値 0.014 0.024 0.016 0.019 0.008 0.017 0.010 0.015 0.007 0.015 0.10 
1 時間値の
最大値 0.071 0.053 0.058 0.055 0.020 0.043 0.045 0.079 0.050 0.038 0.20 

No.4 
期間平均値 0.017 0.023 0.010 0.023 0.006 0.018 0.010 0.016 0.008 0.014 0.10 
1 時間値の
最大値 0.085 0.070 0.083 0.070 0.018 0.055 0.035 0.051 0.041 0.091 0.20 

No.5 
期間平均値 0.016 0.026 0.015 0.022 0.009 0.018 0.010 0.013 0.010 0.014 0.10 

1 時間値の
最大値 0.113 0.077 0.070 0.084 0.023 0.054 0.026 0.058 0.090 0.038 0.20 

注 1）基準値は、「大気汚染に係る環境基準について（昭和 48 年環境庁告示第 25 号）」を準用した。 
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② 気象の状況 

ア 風向・風速 

a 既存資料調査 

計画地及びその周辺地域において、地上気象の調査は実施されていない。なお、計

画地最寄りの気象観測所は、北東約 6.3km 先の青梅観測所となる。 

 
b 既存現地調査 

令和 5年度の風向出現頻度、風向別平均風速は表 3.1-5 に、風配図は図 3.1-2 に

示すとおりである。 

年間における風向出現頻度は、静穏が 24.4％で最も多く、次いで南西が 14.2％で

あった。また、最多風向出現時の平均風速は、南西の 1.1m/s であった。 

 

表 3.1-5 風向出現頻度及び風向別平均風速（令和 5年度：計画地） 

風 向 

春季(3～5月) 夏季(6～8月) 秋季(9～11 月) 冬季(12～2 月) 年 間 

風向出現

頻度 

(%) 

平均 

風速 

(m/s) 

風向出現

頻度 

(%) 

平均 

風速 

(m/s) 

風向出現

頻度 

(%) 

平均 

風速 

(m/s) 

風向出現

頻度 

(%) 

平均 

風速 

(m/s) 

風向出現

頻度 

(%) 

平均 

風速 

(m/s) 

北 2.0 0.8 1.4 0.8 4.4 0.9 4.9 0.8 3.2 0.8 

北北東 2.9 0.7 2.4 0.6 6.4 0.6 9.6 0.7 5.3 0.6 

北東 6.8 0.6 5.7 0.5 12.4 0.6 12.1 0.7 9.2 0.6 

東北東 10.4 0.5 8.5 0.5 12.9 0.4 14.7 0.5 11.6 0.5 

東 5.7 0.4 5.0 0.4 6.1 0.4 6.2 0.4 5.7 0.4 

東南東 2.5 0.4 1.8 0.4 2.9 0.4 2.4 0.5 2.4 0.4 

南東 1.9 0.4 1.5 0.4 2.4 0.4 1.6 0.4 1.9 0.4 

南南東 2.0 0.5 2.4 0.5 1.8 0.4 1.8 0.5 2.0 0.5 

南 4.3 0.6 2.9 0.5 3.9 0.6 2.1 0.7 3.3 0.6 

南南西 7.9 1.0 7.7 0.7 5.2 0.7 4.2 1.0 6.3 0.9 

南西 19.0 1.2 19.7 1.0 8.4 1.0 9.7 1.2 14.2 1.1 

西南西 5.8 1.1 3.1 0.7 3.1 0.8 5.7 1.0 4.4 0.9 

西 2.1 0.9 1.0 0.7 1.5 0.6 2.4 0.8 1.7 0.8 

西北西 1.3 0.8 0.5 0.7 1.6 0.6 2.1 0.7 1.4 0.7 

北西 1.2 0.9 0.9 0.6 1.1 0.6 1.8 0.7 1.2 0.7 

北北西 1.2 0.8 1.2 0.6 2.0 0.7 2.4 0.8 1.7 0.7 

静穏(calm) 23.1 － 34.4 － 23.9 － 16.3 － 24.4 － 

合計・平均 100.0 0.6 100.0 0.5 100.0 0.6 100.0 0.6 100.0 0.6 

注 1）静穏は風速 0.2m/s 以下とする。 
注 2）風向出現頻度は、四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。 

  
図 3.1-2 風配図  
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③ 自然的条件及び社会的条件 

ア 大気汚染に係る発生源の状況 

計画地及びその周辺地域の大気汚染物質の固定発生源は、計画地内のエコセメント

化施設が挙げられる。また、計画地及びその周辺地域における大気汚染防止法に基づ

く一般粉じん発生施設は、表 3.1-6 及び図 3.1-3 に示すとおりである。 

また、移動発生源は都道 31 号を走行する車両が挙げられる。 

 

表 3.1-6 一般粉じん発生施設設置事業所リスト 

事業所名 所在地 対象施設 

太平洋プレコン工業株式会社 

日の出工場 

日の出町 

大久野 2650 
・ベルトコンベア 

太平洋マテリアル株式会社 

西多摩工場 

日の出町 

大久野 2650 
・ベルトコンベア 

世紀東急工業株式会社 

多摩混合所 

日の出町 

大久野 7918-1 

・ベルトコンベア 

・コーンクラッシャー 

・ジョークラッシャー 

・振動ふるい 

日開企業株式会社 

日の出工場（玉の内鉱山） 

日の出町 

大久野 7754 

・ベルトコンベア 

・鉱物の堆積場 

・その他破砕・摩砕機 

・振動ふるい 

株式会社冨士土木 

吉野鉱山 

青梅市 

駒木町 2-1320 

・ベルトコンベア 

・鉱物の堆積場 

出典：「一般粉じん発生施設設置事業所名簿」（令和 4年 3月更新、東京都環境局 HP） 

 

イ 土地利用の状況、人家の分布状況 

計画地が位置する日の出町の土地利用の状況は、表 3.1-7 に示すとおりである。 

総面積 28.05km2のうち、森林が 19.79km2と最も大きな面積を占めており、次いで宅

地が 3.39km2となっている。 

また、都市計画法に基づく用途地域の指定状況は、図 3.1-4 に示すとおりである。

計画地及びその周辺は無指定地域となっており、計画地周辺の人家は、計画地から南

側及び西側のおよそ 400m 以遠に位置している。 

 

表 3.1-7 土地利用の状況 

単位：km2 

市町 総面積 宅地 その他 
公園、 

運動場等 

未利用 

地等 
道路等 農用地 

水面 

・河川 

・水路 

森林 原野 

日の出町 28.05 3.39 0.92 0.38 0.37 1.12 1.30 0.26 19.79 0.53 

注 1）表中の値は、四捨五入の関係で総面積と内訳が一致しない場合がある。 

出典：「東京の土地利用 令和 4年多摩・島しょ地域」（令和 6年 3 月、東京都） 
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図 3.1-3 一般粉じん発生施設 

   設置事業所位置 
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図 3.1-4 用途地域の指定状況 

出典：「国土数値情報 用途地域（東京都）」（平成 23 年、国土数値情報ダウンロードサイト）
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ウ 関係法令の指定状況 

a 環境基準 

環境基本法に基づく浮遊粒子状物質に係る環境基準は、表 3.1-8 に示すとおりで

ある。 

 

表 3.1-8 浮遊粒子状物質に係る環境基準 

項目 環境基準 

浮遊粒子状物質 
1 時間値の 1日平均値が 0.10mg/m3以下であり、

かつ、1時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

 

b 法に基づく規制基準 

本事業における粉じん（浮遊粒子状物質）について、法に基づく規制基準はない。 
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3.1.3 予測 

（1）施設の稼働による粉じん 

① 予測対象時期 

予測対象時期は、施設の稼働が定常状態となった時期とした。 

 

② 予測項目 

予測項目は、施設の稼働による粉じんの影響とした。 

 

③ 予測方法 

ア 予測地点、範囲 

予測地点及び予測範囲は計画地周辺とした。 

 

イ 予測方法 

予測方法は、気象庁の風力階級表(ビューフォート風力階級表)と計画地における気

象の状況(風向・風速)とを照らし合わせ、定性的に粉じんの発生を予測する方法とし

た。気象庁の風力階級表(ビューフォート風力階級表)は表 3.1-9 に示すとおりであ

る。 

ビューフォート風力階級表によると、風力 4(相当風速 5.5～7.9m/s)において、「砂

埃がたち、紙片が舞い上がる。」と示されている。そこで、風速が 5.5m/s 以上となる

発生頻度を求めることにより、粉じんの発生を予測した。 

 

表 3.1-9 風力階級表（ビューフォート風力階級表） 

風力 

階級 
地表物の状態(陸上) 

開けた平らな地面から

10m の高さにおける 

相当風速(m/s) 

0 静穏。煙はまっすぐに上る。 0.0 ～ 0.2 

1 風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。 0.3 ～ 1.5 

2 顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動きだす。 1.6 ～ 3.3 

3 木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽い旗が開く。 3.4 ～ 5.4 

4 砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。 5.5 ～ 7.9 

5 葉のある灌木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭がたつ。  8.0 ～ 10.7 

6 大枝が動く。電線が鳴る。傘はさしにくい。 10.8 ～ 13.8 

7 樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。 13.9 ～ 17.1 

8 小枝が折れる。風に向かっては歩けない。 17.2 ～ 20.7 

9 人家にわずかの損害がおこる。 20.8 ～ 24.4 

10 
陸地の内部ではめずらしい。樹木が根こそぎになる。人家に大

損害がおこる。 
24.5 ～ 28.4 

11 めったに起こらない広い範囲の破壊を伴う。 28.5 ～ 32.6 

12 － >32.7 

出典：「地上気象観測指針」(2002 年、気象庁) 
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④ 予測結果 

計画地内の風向・風速階級(ビューフォート風力階級)別出現時間頻度は、表 3.1-10 に

示すとおりである。粉じんの発生が予測される砂埃が立つ条件(風力階級 4 以上)は、令和

5年度で年間 0時間となっている。 

粉じんが飛散する可能性のある風の出現頻度がほとんど発生しない状況であることを勘

案すると、施設の稼働に伴う粉じんの周辺への飛散は限りなく少ないと考えられる。 

 

表 3.1-10 風向・風速階級(ビューフォート風力階級)別出現時間頻度 

風力 

階級 
風速(m/s) N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW 

0 0.0 ～ 0.2 - - - - - - - - - - 

1 0.3 ～ 1.5 269 460 802 1,009 501 208 162 174 282 513 

2 1.6 ～ 3.3 7 2 1 2 0 0 1 1 4 32 

3 3.4 ～ 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

4 以上 5.5 以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 276 462 803 1,011 501 208 163 175 286 548 

 

風力 

階級 
風速(m/s) SW WSW W WNW NW NNW Calm 計 割合  

0 0.0 ～ 0.2 - - - - - - 2,129 2,129 24.4  

1 0.3 ～ 1.5 1,022 338 146 116 107 147 - 6,256 71.8  

2 1.6 ～ 3.3 218 48 4 4 1 1 - 326 3.7  

3 3.4 ～ 5.4 0 0 0 0 0 0 - 3 
0.0 

(0.03) 
 

4 以上 5.5 以上 0 0 0 0 0 0 - 0 0.0  

計 1,240 386 150 120 108 148 2,129 8,714 100.0  

注 1）割合は、四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。  

 

  



 

21 

3.1.4 影響の分析 

（1）施設の稼働による粉じん 

① 影響の分析方法 

ア 影響の回避または低減に係る分析 

適切な粉じんの飛散防止対策がなされているかについて検討し、施設の稼働による

粉じんの影響が実行可能な範囲で回避、又は低減されているかについて明らかにする

方法とした。 

 

イ 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

生活環境保全上の目標は、表 3.1-11 に示すとおりとした。 

 

表 3.1-11 生活環境の保全上の目標 

項目 生活環境の保全上の目標 

粉じん 現況の粉じんの状況を悪化させないこと。 

 

② 影響の分析結果 

ア 影響の回避または低減に係る分析 

施設の稼働による粉じんについては、表 3.1-12 に示す環境保全対策を実施する計画で

あり、施設の稼働による粉じんの影響は、実行可能な範囲で回避または低減されるものと

分析する。 

 

表 3.1-12 環境保全対策（施設の稼働による粉じん） 

環境保全対策 

設備機器は仮設テント内に設置する。 

必要に応じて場内の散水を行う。 

粉じん（浮遊粒子状物質）のモニタリングを実施する。 

 

イ 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

計画地において、粉じんが飛散する可能性のある風はほとんど発生しない状況であ

る。また、適切な環境保全対策を実施することから、現況の粉じんの状況を悪化させ

ないと考えられ、生活環境の保全上の目標との整合は図られていると分析する。 
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3.2 騒音 

3.2.1 調査対象地域 

調査対象地域は、図 3.2-1 に示す計画地及び騒音の影響範囲を考慮した周辺地域約 1.0km

の範囲とした。 

 
3.2.2 現況把握 

（1）現況把握項目 

現況把握項目ごとの調査方法は、表 3.2-1 に示すとおりである。 

 

表 3.2-1 既存資料調査（騒音） 

区分  現況把握項目 

騒音の状況 
既存資料調査 

騒音レベル 
既存現地調査 

自然的条件 

及び社会的条件 
既存資料調査 

騒音発生源の状況 

土地利用の状況、人家の分布状況 

関係法令の指定状況 

 

（2）現況把握方法 

現況把握項目ごとの調査方法は、表 3.2-2 に示すとおりである。 

 

表 3.2-2 現況把握項目ごとの調査方法 

現況把握項目 調査地点 調査時期 調査方法 

騒音の状況 騒音レベル 

既存資料調査 
計画地及び 

その周辺地域 
令和 6年 10 月時点 既存資料の整理 

既存現地調査 

計画地 2地点及び 

周辺地域 4地点 

 (図 3.2-1 参照) 

現施設が通常稼働

している平日の時

間帯別に各 1回注1） 

（令和元年度～令

和 5年度分） 

「騒音に係る環境基

準について」(平成 10 

年環境庁告示第 64 

号)に定める方法 

自然的条件 

及び 

社会的条件 

騒音発生源の状況 
計画地及び 

その周辺地域 
令和 6年 10 月時点 既存資料の整理 

土地利用の状況、 

人家の分布状況 

計画地及び 

その周辺地域 
令和 6年 10 月時点 

「国土数値情報ダウ

ンロード」(国土交通

省 HP)の整理 

関係法令の指定状況 
計画地及び 

その周辺地域 
令和 6年 10 月時点 

環境基準等の 

関係法令の整理 

注 1）時間帯は以下のとおりである。1回につき、実測時間は 10 分とした。 

   朝（6:00～8:00）、昼間（8:00～19:00）、夕（19:00～23:00）、夜間（23:00～6:00） 
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図 3.2-1 既存現地調査 

地点図（騒音、振動） 

No.2 

No.4 

No.5 

No.3 

No.6 

騒音、振動調査地点 

No.1 

萱窪交差点 

既存資料調査地点 
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（3）現況把握の結果 

① 騒音の状況 

ア 騒音レベル 

a 既存資料調査 

計画地周辺において、環境騒音の調査は実施されていないが、交差点を対象とした

騒音調査が実施されている。既存資料調査結果は表 3.2-3 に示すとおりである。令

和 4年の測定では、全測定日時で要請限度値を下回っている。 

 

表 3.2-3 既存資料調査結果（騒音） 

単位：dB 

調査地点 

騒音レベル（平均値） 

要請限度値 令和 4年 10 月 6 日 令和 5年 2月 14 日 

北 南 北 南 

萱窪交差点 69 69 66 66 70 
注 1）調査時間は 12 時間（午前 6時～午後 6時）である。 
注 2）表中の値は、該当時間における毎正時 10 分のエネルギー平均値（LAeq）である。 
注 3）調査地点は、該当交差点内の 2地点で実施している。 
注 4）振動の評価基準となる要請限度に合わせ、騒音の調査結果も要請限度との比較を行っている。 
出典：「令和 4年度『交通量環境』調査結果」（令和 6 年 10 月閲覧日の出町 HP、日の出町資料） 

 

b 既存現地調査 

既存現地調査結果は表 3.2-4 に示すとおりである。 

計画地の敷地境界地点である地点 No.1 及び地点 No.2 は、全測定日時で規制基準を

下回っていた。 

周辺地点について、地点 No.5 における時間率騒音レベル(LA5)の 20 時、23 時、6時

の時間区分平均値は 46dB であり、基準値を上回っていた。ただし、地点 No.5 側の敷

地境界地点である No.2 の調査結果は基準値を下回っていることや、調査結果は調査

日前日の降雨に伴う河川流量の増加による影響を受けたものと考えられることから、

基準超過の原因は既存施設の稼働による影響ではないと考えられる。なお、その他の

時間帯及び地点においては、基準値を満足していた。 
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表 3.2-4(1) 既存現地調査結果（騒音） 

単位：dB 

測定日時 地点 No.1 測定日時 地点 No.2 

年度 時間帯 騒音レベル(LA5) 基準値 年度 時間帯 騒音レベル(LA5) 基準値 

令和 

元年度 

12/12 19:00 37 

45 令和 

元年度 

12/12 20:00 38 

45 12/13 0:00 35 12/13 1:00 38 

12/13 6:00 34 12/13 6:00 39 

12/13 10:00 35 50 12/13 11:00 46 50 

令和 

2 年度 

12/7 16:00 36 50 

令和 

2 年度 

12/7 15:00 46 50 

12/7 21:00 36 

45 

12/7 19:00 39 

45 12/8 2:00 37 12/8 3:00 38 

12/8 6:00 37 12/8 6:00 41 

令和 

3 年度 

12/9 16:00 35 50 

令和 

3 年度 

12/9 14:00 44 50 

12/9 21:00 34 

45 

12/9 19:00 39 

45 12/10 2:00 34 12/10 1:00 39 

12/10 7:00 35 12/10 6:00 39 

令和 

4 年度 

12/8 19:00 36 

45 令和 

4 年度 

12/8 20:00 41 

45 12/9 0:00 36 12/9 1:00 39 

12/9 6:00 36 12/9 6:00 41 

12/9 9:00 40 50 12/9 10:00 42 50 

令和 

5 年度 

12/7 15:00 41 50 

令和 

5 年度 

12/7 21:00 38 

45 12/7 20:00 34 

45 

12/8 0:00 38 

12/7 23:00 35 12/8 7:00 44 

12/8 6:00 37 12/8 8:00 47 50 

注 1）基準値：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年条例第 215 号)」別表第 7「工場及び指

定作業場に適用する規制基準」5騒音の第 2種区域における規制基準値 

注 2）LA5：A 特性騒音レベルの 90%レンジ（測定した騒音値を大きい順に並べた場合に、最高値と最低値の側から

それぞれ 5%ずつ除外したもの）の上端値 
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表 3.2-4(2) 既存現地調査結果（騒音） 

単位：dB 

測定日時 地点 No.3 測定日時 地点 No.4 

年度 時間帯 騒音レベル(LA5) 基準値 年度 時間帯 騒音レベル(LA5) 基準値 

令和 

元年度 

12/12 19:00 31 

45 令和 

元年度 

12/12 19:00 <30 

45 12/12 23:00 <30 12/13 0:00 <30 

12/13 6:00 <30 12/13 6:00 <30 

12/13 11:00 31 50 12/13 10:00 30 50 

令和 

2 年度 

12/7 14:00 32 50 

令和 

2 年度 

12/7 13:00 33 50 

12/7 19:00 <30 

45 

12/7 19:00 <30 

45 12/7 23:00 <30 12/8 0:00 <30 

12/8 6:00 <30 12/8 6:00 33 

令和 

3 年度 

12/9 15:00 37 50 

令和 

3 年度 

12/9 16:00 35 50 

12/9 20:00 35 

45 

12/9 21:00 <30 

45 12/9 23:00 35 12/9 23:00 <30 

12/10 6:00 33 12/10 6:00 31 

令和 

4 年度 

12/8 19:00 <30 

45 令和 

4 年度 

12/8 20:00 32 

45 12/9 0:00 <30 12/8 23:00 32 

12/9 6:00 <30 12/9 6:00 35 

12/9 9:00 <30 50 12/9 9:00 36 50 

令和 

5 年度 

12/7 14:00 34 50 

令和 

5 年度 

12/7 14:00 39 50 

12/7 20:00 <30 

45 

12/7 20:00 38 

45 12/7 23:00 <30 12/7 23:00 31 

12/8 6:00 <30 12/8 7:00 39 

注 1）基準値：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年条例第 215 号)」別表第 7「工場及び指

定作業場に適用する規制基準」5騒音の第 2種区域における規制基準値を準用 

注 2）LA5：A 特性騒音レベルの 90%レンジ（測定した騒音値を大きい順に並べた場合に、最高値と最低値の側から

それぞれ 5%ずつ除外したもの）の上端値 
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表 3.2-4(3) 既存現地調査結果（騒音レベル） 

単位：dB 

測定日時 地点 No.5 測定日時 地点 No.6 

年度 時間帯 騒音レベル(LA5) 基準値 年度 時間帯 騒音レベル(LA5) 基準値 

令和 

元年度 

12/12 19:00 38 

45 令和 

元年度 

11/25 11:00 37 50 

12/13 0:00 33 11/25 19:00 34 

45 12/13 6:00 34 11/26 0:00 33 

12/13 10:00 39 50 11/26 6:00 35 

令和 

2 年度 

12/7 13:00 49 50 

令和 

2 年度 

11/17 10:00 36 50 

12/7 19:00 41 

45 

11/17 20:00 31 

45 12/7 23:00 34 11/18 0:00 <30 

12/8 6:00 36 11/18 6:00 33 

令和 

3 年度 

12/9 15:00 49 50 

令和 

3 年度 

11/16 6:00 32 45 

12/9 20:00 46 

45 

11/16 9:00 34 50 

12/9 23:00 46 11/16 19:00 31 
45 

12/10 6:00 46 11/16 23:00 <30 

令和 

4 年度 

12/8 20:00 39 

45 令和 

4 年度 

11/15 13:00 39 50 

12/9 23:00 34 11/15 19:00 37 

45 12/9 6:00 38 11/15 23:00 <30 

12/9 9:00 43 50 11/16 6:00 32 

令和 

5 年度 

12/7 15:00 42 50 

令和 

5 年度 

11/13 20:00 35 

45 12/7 21:00 32 

45 

11/13 23:00 <30 

12/7 23:00 33 11/14 6:00 38 

12/8 7:00 44 11/14 9:00 39 50 

注 1）基準値：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年条例第 215 号)」別表第 7「工場及び指

定作業場に適用する規制基準」5騒音の第 2種区域における規制基準値を準用 

注 2）表中の網掛けは、基準値の超過を示す。 

注 3）LA5：A 特性騒音レベルの 90%レンジ（測定した騒音値を大きい順に並べた場合に、最高値と最低値の側から

それぞれ 5%ずつ除外したもの）の上端値 

 

 
② 自然的条件及び社会的条件 

ア 騒音発生源の状況 

計画地及びその周辺地域の騒音の固定発生源は、計画地内のエコセメント化施設が

挙げられる。その他、表 3.1-6、図 3.1-3 に示す施設も該当すると考えられる。 

また、移動発生源は都道 31 号を走行する車両が挙げられる。 

 
イ 土地利用の状況、人家の分布状況 

土地利用の状況、人家の分布状況は「3.1、3.1.2、(3)、③、イ 土地利用の状況、

人家の分布状況」に示したとおりである。 
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ウ 関係法令の指定状況 

a 環境基準 

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準は、表 3.2-5 に示すとおりである。 

 

表 3.2-5 騒音に係る環境基準 

地域 

類型 
該当地域 

時間の区分 

昼間 

（6時～22 時） 

夜間 

（22 時～6時） 

Ａ 

第一種低層住居専用地域 
第二種低層住居専用地域 
第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 
田園住居地域 
これらに接する地先、水面 55dB 以下 45dB 以下 

Ｂ 

第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 
用途地域の定めのない地域 
これらに接する地先、水面 

Ｃ 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 
これらに接する地先、水面 

60dB 以下 50dB 以下 

注 1）地域類型に対する該当地域は「騒音に係る環境基準の地域類型の指定」（平成 11 年東京都告示第 259

号）に準ずる。 

 

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域（以下、「道路に面する地域」という。）については、その

環境基準は上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

地域の区分 

時間の区分 

昼間 

（6時～22 時） 

夜間 

（22 時～6時） 

Ａ地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地
域 

60dB 以下 55dB 以下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地
域及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域 

65dB 以下 60dB 以下 

備考）車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部

分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間においては、上表にかかわらず、

特例として次表に掲げるとおりとする。 

 

昼 間（6時～22 時） 夜 間（22 時～6時） 

70dB 以下 65dB 以下 

備考）個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認め

られるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45dB 以下、夜間にあっては 40dB 以

下）によることができる。 

注 1）「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道にあっ

ては 4 車線以上の区間に限る）等を表す。「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のよう

に車線数の区分に応じて、道路端からの距離によりその範囲を特定する。 

 2 車線以下の車線を有する道路   15 メートル 

 2 車線を超える車線を有する道路 20 メートル 
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b 法に基づく規制基準 

騒音規制法において、特定工場等から発生する騒音に係る規制基準が定められてい

るが、計画地が位置する日の出町は適用地域外である。 

 

c その他 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）の工場及び指定作

業場に係る騒音の規制基準は、表 3.2-6 に示すとおりである。 

 

表 3.2-6 環境確保条例の工場及び指定作業場に係る騒音の規制基準 

区域の区分 

時間の区分 

朝 

(6～8 時) 

昼間 

(8～19 時)※1 

(8～20 時)※2 

夕 

(19～23 時)※1 

(20～23 時)※2 

夜間 

(23～翌 6時) 

第一種区域 

第一種低層住居専用地域 
第二種低層住居専用地域 
田園住居地域 
ＡＡ地域注2 
上記地域に接する地先及び水面 

40dB 45dB 40dB 40dB 

第二種区域 

第一種中高層住居専用地域 
(第 1 種区域を除く｡) 

第二種中高層住居専用地域 
(第 1 種区域を除く｡) 

第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 
第 1特別地域注3 
無指定地域 (第 1,3,4 種区域を除く｡) 

45dB 50dB 45dB 45dB 

第三種区域 

近隣商業地域 (第 1特別区域を除く｡) 
商業地域 (第 1特別区域を除く｡) 
準工業地域 (第 1特別区域を除く｡) 
第 2 特別地域注4 
上記地域に接する地先及び水面 

55dB 60dB 55dB 50dB 

第四種区域 
工業地域 (第 1,2 特別区域を除く｡) 
第 3 特別地域注5 
上記地域に接する地先及び水面 

60dB 70dB 60dB 55dB 

注 1）※1：第一種及び第二種区域の昼間、夕の時間の区分を示す。 

※2：第三種及び第四種区域の昼間、夕の時間の区分を示す。 

注 2）ＡＡ地域の指定：環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)に基づき定められた騒音に係る環境基準に規定する地域の類

型ＡＡの該当地域として指定された地域 

注 3）第 1特別地域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域のうち、第一種区域に接する地域であって第一

種区域の周囲 30m 以内の地域 

注 4）第 2特別地域：工業地域（第 1特別地域除く。）及び工業専用地域（第 1特別地域除く。）のうち、第二種区域（第

1特別地域除く。）に接する地域であって第二種区域の周囲 30m 以内の地域 

注 5）第 3特別地域：工業専用地域（第 1、第 2特別地域除く。）のうち第三種区域（第 2特別地域を除く。）に接する地

域であって第三種区域の周囲 30m 以内の地域 
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3.2.3 予測 

（1）施設の稼働による騒音の影響 

① 予測対象時期 

予測対象時期は、施設の稼働が定常状態となった時期とした。 

 

② 予測項目 

予測項目は、施設の稼働による騒音（騒音レベル）とした。 

 

③ 予測方法 

ア 予測地点、範囲 

予測地点は、図 3.2-1 に示す敷地境界の 2地点（No.1、No.2）に加え、影響が最大

となる敷地境界上 1地点とした。また、予測範囲は敷地境界から概ね 100m の範囲とし

た。 

 

イ 予測手法 

予測手法は、図 3.2-2 に示すとおりである。 

 

 
図 3.2-2 予測手順（騒音） 

 

  

施設計画 

騒音発生源の設定 

予測結果 

騒音発生機械の抽出 

設置位置、稼働台数 

騒音レベル 

防音対策による低減量 
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ウ 予測式 

予測は、日本音響学会が提案する建設工事騒音の予測計算モデル（ASJ CN-Model 2007）

に基づく伝搬計算の基本式によって計算した。 

 

LA,i ＝ LW－8－20・log10(r) 

 

LA,i : 予測地点における騒音レベル（dB） 

LW : 音源パワーレベル（dB） 

r : 騒音源から予測地点までの距離（m） 

 

また、受音点の合成騒音レベルは、各音源からの騒音レベルを以下の式を用いて合

成することにより算出した。 

 

LA＝10･log10 10LA,i/10
n

i=1

 

 

LA : 予測地点における騒音レベル（dB） 

LA,i : ｉ番目の設備機器の予測地点における騒音レベル（dB） 

n : 音源数 

 

 

エ 予測条件 

a 主な設備機器の騒音レベル 

騒音発生源となる主な設備機器の騒音レベルは、表 3.2-7 に示すとおりである。

また、施設設置の位置及び発生源位置は、図 3.2-3 及び図 3.2-4 に示すとおり設定

した。 
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表 3.2-7 主な設備機器の騒音レベル 

No. 施設 機器名 能力・規格 台数 
騒音レベル

（dB） 
条件 

1 湿灰受入処理施設 移動式破砕機 40t/日 1 79.5＊1 機側 7m 

2 バックホウ 0.8m3 1 95＊1 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ 

3 排風機 22kW 1 71＊2 機側 1m 

4 乾燥灰受入処理施設 受入コンベヤ 15kW 2 76＊2 機側 1m 

5 混練機 90kW 2 88＊3 ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ 

6 バグフィルタ 7.5kW 2 72＊2 機側 1m 

7 排風機 22kW 1 71＊2 機側 1m 

注 1）騒音レベルは以下の資料等から類似設備の値を引用した。 

 ＊1：メーカー値 

 ＊2：「多摩地域廃棄物エコセメント化施設建設事業環境影響評価書 資料編」（平成 15 年 1月、東京都三多摩地

域廃棄物広域処分組合） 

＊3：「（仮称）四街道市次期ごみ処理施設整備に係る生活環境影響調査 報告書等」（平成 30 年 8 月、四街道市） 

注 2）表中の No.は図 3.2-4 に対応する。 

 

 
図 3.2-3 施設位置図 

 
注 1）図中の番号は表 3.2-7 に対応する。 

図 3.2-4 騒音発生源の位置（詳細）  

湿灰受入 
処理施設 

乾燥灰受入 
処理施設 

施設出入口 

湿灰受入処理施設 乾燥灰受入処理施設 

1

2 

3 
４ ４ 

５ 
５ 

６ ６ 

７ 
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b 防音対策による低減量 

施設の稼働においては、設備機器を仮設テント内に設置する等の防音対策を実施す

る（表 3.2-11 参照）。現段階で仮設テントの仕様は未定であるが、必要に応じて防

音シート等の防音対策も実施することで、3dB 以上の防音対策を講じるものとする。 

よって、低減量を 3dB と推定し、「ウ 予測式」で算出した値を補正した。 

 

④ 予測結果 

予測結果は、表 3.2-8 に示すとおりである。施設の稼働による騒音レベルは、37dB～

48dB となった。 

なお、参考として、現況騒音と予測結果の合成値を表 3.2-9 に示す。 

 

表 3.2-8 予測結果（騒音） 

単位：dB 

予測地点 予測結果 

敷地境界 

最大値出現地点 
48 

No.1 37 

No.2 43 

 

表 3.2-9 現況騒音と予測結果の合成値（参考） 

単位：dB 

予測地点 現況騒音 予測結果 合成値（参考） 

No.1 41 37 42 

No.2 47 43 48 

注 1）現況騒音は、直近 5年間の既存資料調査結果（表 3.2-4）において、値が最も大きい

昼間（8時～19 時）の調査結果を採用した。 

   No.1：令和 5年度 12 月 7日 15：00 

   No.2：令和 5年度 12 月 8日 8：00 

注 2）合成値は「ウ 予測式」に示す合成騒音レベルの算定式を用いた。 
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No.1 

No.2 

45 

40 

35 

40 

35 

40 

40 

敷地境界最大値出現地点（48dB） 

予測地点（No.1：37dB、No.2：43dB） 

騒音レベル線（dB） 

予測範囲 

図 3.2-5 予測結果（騒音） 
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3.2.4 影響の分析 

（1）施設の稼働による騒音 

① 影響の分析方法 

ア 影響の回避または低減に係る分析 

適切な騒音対策がなされているかについて検討し、施設の稼働による騒音の影響が

実行可能な範囲で回避、又は低減されているかについて明らかにする方法とした。 

 

イ 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

生活環境保全上の目標は、表 3.2-10 に示すとおりとした。 

 

表 3.2-10 生活環境の保全上の目標（騒音）  

項目 時間区分 生活環境の保全上の目標 備考 

施設の稼働 

による騒音 

（騒音レベル） 

昼間 

8 時～19 時 
50 dB 

「都民の健康と安全を確保する

環境に関する条例（環境確保条

例）」における工場及び指定作

業場に係る騒音の規制基準（第

二種区域） 

 
② 影響の分析結果 

ア 影響の回避または低減に係る分析 

施設の稼働による騒音については、表 3.2-11 に示す環境保全対策を実施する計画

であり、施設の稼働による騒音の影響は、実行可能な範囲で回避または低減されるも

のと分析する。 

 

表 3.2-11 環境保全対策（施設の稼働による騒音） 

環境保全対策 

施設は仮設テント内に設置する。 

仮設テントは必要に応じで防音シートを使用する等の防音対策も実施する。 

低騒音型の機器を採用するよう努める。 

設備機器の使用にあたっては、点検・補修等の維持管理を適切に行う。 

設備機器のアイドリングストップを徹底する。 

設備機器の配置は、可能な限り敷地境界から離れた場所に設置するよう努める。 

騒音のモニタリングを実施する。 
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イ 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

施設の稼働による騒音について、生活環境の保全上の目標と予測結果との整合性の

分析結果は表 3.2-12 に示すとおりである。予測結果は生活環境の保全上の目標を下

回っていることから、生活環境の保全上の目標との整合は図られているものと分析す

る。 

 

表 3.2-12 生活環境の保全上の目標との整合性の分析結果（騒音） 

単位：dB 

予測地点 予測結果 
生活環境の 

保全上の目標 

敷地境界 

最大値出現地点 
48 

50 No.1 37 

No.2 43 
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3.3 振動 

3.3.1 調査対象地域 

調査対象地域は、図 3.2-1 に示す計画地及び振動の影響範囲を考慮した周辺地域約 1.0km

の範囲とした。 

 

3.3.2 現況把握 

（1）現況把握項目 

現況把握項目ごとの調査方法は、表 3.3-1 に示すとおりである。 

 
表 3.3-1 既存資料調査（振動） 

区分  現況把握項目 

振動の状況 
既存資料調査 

振動レベル 
既存現地調査 

自然的条件 

及び社会的条件 
既存資料調査 

振動発生源の状況 

土地利用の状況、人家の分布状況 

関係法令の指定状況 

 
 
（2）現況把握方法 

現況把握項目ごとの調査方法は、表 3.3-2 に示すとおりである。 

 

表 3.3-2 現況把握項目ごとの調査方法 

現況把握項目 調査地点 調査時期 調査方法 

振動の状況 振動レベル 

既存資料調査 
計画地及び 

その周辺地域 
令和 6年 10 月時点 既存資料の整理 

既存現地調査 

計画地 2地点及び 

周辺地域 4地点 

 (図 3.2-1 参照) 

現施設が通常稼働

している平日の時

間帯別に各 2回注1 

（令和元年度～令

和 5年度分） 

JISZ8735「振動レベ

ルの測定方法」に定

める方法 

自然的条件 

及び 

社会的条件 

振動発生源の状況 
計画地及び 

その周辺地域 
令和 6年 10 月時点 既存資料の整理 

土地利用の状況、 

人家の分布状況 

計画地及び 

その周辺地域 
令和 6年 10 月時点 

「国土数値情報ダ

ウンロード」(国土

交通省 HP)の整理 

関係法令の指定状況 
計画地及び 

その周辺地域 
令和 6年 10 月時点 

環境基準等の 

関係法令の整理 

注 1）時間帯は以下のとおりである。1回につき、実測時間は 10 分とした。 

   昼間（8:00～19:00）、夜間（19:00～8:00） 
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（3）現況把握の結果 

① 振動の状況 

ア 振動レベル 

a 既存資料調査 

計画地周辺において、環境振動の調査は実施されていないが、交差点を対象とした

振動調査が実施されている。既存資料調査結果は、表 3.3-3 に示すとおりである。

令和 4年の測定では、全測定日時で要請限度値を下回っている。 

 
表 3.3-3 既存資料調査結果（振動） 

単位：dB 

調査地点 

振動レベル（平均値） 
要請限度値 

令和 4年 10 月 6 日 令和 5年 2月 14 日 

昼間 夜間 昼間 夜間 昼 間 夜 間 

萱窪交差点 25 22 28 29 65 60 
注 1）調査時間は 12 時間（午前 6時～午後 6時）である。 
注 2）表中の値は、該当時間における毎正時 10 分のエネルギー平均値（L10）である。 
注 3）調査地点は、該当交差点内の 1地点で実施している。 
出典：「令和 4年度『交通量環境』調査結果」（令和 6 年 10 月閲覧日の出町 HP、日の出町資料） 

 

b 既存現地調査 

既存現地調査結果は、表 3.3-4 に示すとおりである。 

計画地の敷地境界及び各周辺地点における時間率振動レベル(L10)は 30dB 未満であ

り、全地点で基準値を下回っていた。 

 

表 3.3-4(1) 既存現地調査結果（振動レベル） 
単位：dB 

測定日時 地点 No.1 測定日時 地点 No.2 

年度 時間帯 振動レベル(L10) 基準値 年度 時間帯 振動レベル(L10) 基準値 

令和 

元年度 

12/12 19:00 <30 

55 令和 

元年度 

12/12 20:00 <30 

55 12/13 0:00 <30 12/13 1:00 <30 

12/13 6:00 <30 12/13 6:00 <30 

12/13 10:00 <30 60 12/13 11:00 <30 60 

令和 

2 年度 

12/7 16:00 <30 60 

令和 

2 年度 

12/7 15:00 <30 60 

12/7 21:00 <30 

55 

12/7 19:00 <30 

55 12/8 2:00 <30 12/8 3:00 <30 

12/8 6:00 <30 12/8 6:00 <30 

令和 

3 年度 

12/9 16:00 <30 60 

令和 

3 年度 

12/9 14:00 <30 60 

12/9 21:00 <30 

55 

12/9 19:00 <30 

55 12/10 2:00 <30 12/10 1:00 <30 

12/10 7:00 <30 12/10 6:00 <30 

令和 

4 年度 

12/8 19:00 <30 

55 令和 

4 年度 

12/8 20:00 <30 

55 12/9 0:00 <30 12/9 1:00 <30 

12/9 6:00 <30 12/9 6:00 <30 

12/9 9:00 <30 60 12/9 10:00 <30 60 

令和 

5 年度 

12/7 15:00 <30 60 

令和 

5 年度 

12/7 21:00 <30 

55 12/7 20:00 <30 

55 

12/8 0:00 <30 

12/7 23:00 <30 12/8 7:00 <30 

12/8 6:00 <30 12/8 8:00 <30 60 
注 1）基準値：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年条例第 215 号)」別表第 7「工場及び指

定作業場に適用する規制基準」６振動の第１種区域における規制基準値 
注 2）L10：振動レベルの 80%レンジ（測定した振動値を大きい順に並べた場合に、最高値と最低値の側からそれぞ

れ 10%ずつ除外したもの）の上端値。  
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表 3.3-4(2) 既存現地調査結果（振動レベル） 
単位：dB 

測定日時 地点 No.3 測定日時 地点 No.4 

年度 時間帯 振動レベル(L10) 基準値 年度 時間帯 振動レベル(L10) 基準値 

令和 

元年度 

12/12 19:00 <30 

55 令和 

元年度 

12/12 19:00 <30 

55 12/12 23:00 <30 12/13 0:00 <30 

12/13 6:00 <30 12/13 6:00 <30 

12/13 11:00 <30 60 12/13 10:00 <30 60 

令和 

2 年度 

12/7 14:00 <30 60 

令和 

2 年度 

12/7 13:00 <30 60 

12/7 19:00 <30 

55 

12/7 19:00 <30 

55 12/7 23:00 <30 12/8 0:00 <30 

12/8 6:00 <30 12/8 6:00 <30 

令和 

3 年度 

12/9 15:00 <30 60 

令和 

3 年度 

12/9 16:00 <30 60 

12/9 20:00 <30 

55 

12/9 21:00 <30 

55 12/9 23:00 <30 12/9 23:00 <30 

12/10 6:00 <30 12/10 6:00 <30 

令和 

4 年度 

12/8 19:00 <30 

55 令和 

4 年度 

12/8 20:00 <30 

55 12/9 0:00 <30 12/8 23:00 <30 

12/9 6:00 <30 12/9 6:00 <30 

12/9 9:00 <30 60 12/9 9:00 <30 60 

令和 

5 年度 

12/7 14:00 <30 60 

令和 

5 年度 

12/7 14:00 <30 60 

12/7 20:00 <30 

55 

12/7 20:00 <30 

55 12/7 23:00 <30 12/7 23:00 <30 

12/8 6:00 <30 12/8 7:00 <30 

注 1）基準値：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年条例第 215 号)」別表第 7「工場及び指

定作業場に適用する規制基準」６振動の第１種区域における規制基準値を準用 

注 2）L10：振動レベルの 80%レンジ（測定した振動値を大きい順に並べた場合に、最高値と最低値の側からそれぞ

れ 10%ずつ除外したもの）の上端値。 
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表 3.3-4(3) 既存現地調査結果（振動レベル） 
単位：dB 

測定日時 地点 No.5 測定日時 地点 No.6 

年度 時間帯 振動レベル(L10) 基準値 年度 時間帯 振動レベル(L10) 基準値 

令和 

元年度 

12/12 19:00 <30 

55 令和 

元年度 

11/25 11:00 <30 60 

12/13 0:00 <30 11/25 19:00 <30 

55 12/13 6:00 <30 11/26 0:00 <30 

12/13 10:00 <30 60 11/26 6:00 <30 

令和 

2 年度 

12/7 13:00 <30 60 

令和 

2 年度 

11/17 10:00 <30 60 

12/7 19:00 <30 

55 

11/17 20:00 <30 

55 12/7 23:00 <30 11/18 0:00 <30 

12/8 6:00 <30 11/18 6:00 <30 

令和 

3 年度 

12/9 15:00 <30 60 

令和 

3 年度 

11/16 6:00 <30 55 

12/9 20:00 <30 

55 

11/16 9:00 <30 60 

12/9 23:00 <30 11/16 19:00 <30 
55 

12/10 6:00 <30 11/16 23:00 <30 

令和 

4 年度 

12/8 20:00 <30 

55 令和 

4 年度 

11/15 13:00 <30 60 

12/9 23:00 <30 11/15 19:00 <30 

55 12/9 6:00 <30 11/15 23:00 <30 

12/9 9:00 <30 60 11/16 6:00 <30 

令和 

5 年度 

12/7 15:00 <30 60 

令和 

5 年度 

11/13 20:00 <30 

55 12/7 21:00 <30 

55 

11/13 23:00 <30 

12/7 23:00 <30 11/14 6:00 <30 

12/8 7:00 <30 11/14 9:00 <30 60 

注 1）基準値：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年条例第 215 号)」別表第 7「工場及び指

定作業場に適用する規制基準」６振動の第１種区域における規制基準値を準用 

注 2）L10：振動レベルの 80%レンジ（測定した振動値を大きい順に並べた場合に、最高値と最低値の側からそれぞ

れ 10%ずつ除外したもの）の上端値。 

 
② 自然的条件及び社会的条件 

ア 振動発生源の状況 

計画地及びその周辺地域の振動の固定発生源は、計画地内のエコセメント化施設が

挙げられる。その他、表 3.1-6、図 3.1-3 に示す施設も該当すると考えられる。 

また、移動発生源は都道 31 号を走行する車両が挙げられる。 

 
イ 土地利用の状況、人家の分布状況 

土地利用の状況、人家の分布状況は「3.1、3.1.2、(3)、③、イ 土地利用の状況、

人家の分布状況」に示したとおりである。 
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ウ 関係法令の指定状況 

a 法に基づく規制基準 

振動規制法において、特定工場等から発生する振動に係る規制基準が定められてい

るが、計画地が位置する日の出町は適用地域外である。 

 

b その他 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）に基づく工場及び

指定作業場に係る振動の規制基準は、表 3.3-5 に示すとおりである。 

 
表 3.3-5 環境確保条例に基づく工場及び指定作業場に係る振動の規制基準 

区域区分 

敷地の境界における振動の大きさ(dB) 

昼間 

(第一種区域：8～19 時) 

(第二種区域：8～20 時) 

夜間 

(第一種区域：19～翌 8時) 

(第二種区域：20～翌 8時) 

第一種 

区 域 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

田園住居地域 

無指定地域（第二種区域を除く） 

60dB 55dB 

第二種 

区 域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

65dB 60dB 

注 1）学校、保育所、病院、診療所(有床)、図書館、特別養護老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね 50m の

区域内における規制基準は、各欄に定める当該値から 5dB を減じた値とする。 
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3.3.3 予測 

（1）施設の稼働による振動の影響 

① 予測対象時期 

予測対象時期は、施設の稼働が定常状態となった時期とした。 

 

② 予測項目 

予測項目は、施設の稼働による振動（振動レベル）とした。 

 

③ 予測方法 

ア 予測地点、範囲 

予測地点は、図 3.2-1 の敷地境界 2地点（No.1、No.2）に加え、影響が最大となる

敷地境界上 1地点とした。また、予測範囲は敷地境界から概ね 100m の範囲とした。 

 

イ 予測手法 

予測手法は、図 3.3-1 に示すとおりである。 

 

 

図 3.3-1 予測手順（振動） 

 

  

施設計画 

振動発生源の設定 

予測結果 

振動発生機械の抽出 

設置位置、稼働台数 

振動レベル 

各地点振動発生源からの予測計算 
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ウ 予測式 

予測は、「道路環境影響評価の技術手法」（平成 24 年度版）」（平成 25 年 3 月、国土

交通省 国土技術政策総合研究所 独立法人土木研究所）に示される、振動源からの距

離により減衰する伝播理論計算式を用いた。 

 

Lr= Lr0＋20log10(r0/r)n＋8.68(r0－r)α 

ここで、 Lr : 予測地点における振動レベル(dB) 

 Lr0 : 基準点における振動レベル(dB) 

 r : 振動源から予測地点までの距離(m) 

 r0 : 振動源から基準点までの距離(m) 

 n : 幾何減衰定数(0.75) 

 α : 内部減衰定数(0.01) 

 

また、受振点の合成振動レベルは、各振動源からの振動レベルを以下の式を用いて

合成することにより算出した。 

 

VL＝10･log10 10VLi/10
n

i=1

 

 

VL : 予測地点における振動レベル（dB） 

VLi : ｉ番目の設備機器の予測地点における振動レベル（dB） 

n : 振動源数 
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エ 予測条件 

a 主な設備機器の振動レベル 

振動発生源となる主な設備機器の振動レベルは、表 3.3-6 に示すとおり設定し

た。 

 

表 3.3-6 主な設備機器の振動レベル 

No. 施設 機器名 能力・規格 台数 
振動レベル

（dB） 
条件 

1 湿灰受入処理施設 移動式破砕機 40t/日 1 60＊1 機側 7m 

2 バックホウ 0.8m3 1 71＊2 機側 10m 

4 乾燥灰受入処理施設 受入コンベヤ 15kW 2 58＊3 機側 1m 

5 混練機 90kW 2 60＊4 機側 7m 

注 1）振動レベルは以下の資料等から類似設備の値を引用した。 

 ＊1：メーカー値 

 ＊2：「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック 第 3版」（平成 13 年、（社）日本建設機械化協会） 

 ＊3：「多摩地域廃棄物エコセメント化施設建設事業環境影響評価書 資料編」（平成 15 年 1月、東京都三多摩

地域廃棄物広域処分組合） 

 ＊4：「上田地域広域連合資源循環型施設整備事業に係る環境影響評価準備書」（令和 6年 4月、上田地域広域連

合） 

注 2）No.は図 3.2-4 と対応する。 

 

 

④ 予測結果 

予測結果は、表 3.3-7 に示すとおりである。施設の稼働による振動レベルは、30dB 未

満となった。 

なお、参考として、現況振動と予測結果の合成値を表 3.3-8 に示す。 

 

表 3.3-7 予測結果（振動） 

単位：dB 

予測地点 予測結果 

敷地境界 

最大値出現地点 

<30 

（26） 

No.1 
<30 

（0） 

No.2 
<30 

（8） 

 
表 3.3-8 現況振動と予測結果の合成値（参考） 

単位：dB 

予測地点 現況振動 予測結果 合成値（参考） 

No.1 <30 
<30 

（0） 
<30 

No.2 <30 
<30 

（8） 
<30 

注 1）合成値は「ウ 予測式」に示す合成振動レベルの算定式を用いた。なお、算定にあた

っては現況振動を 29dB と仮定した。算定結果が 30dB 未満となったため、表中の「合

成値（参考）」の値は「<30」とした。 
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15 

10 

No.1 

No.2 
10 

20 

25 

敷地境界最大値出現地点（26dB） 

予測地点（No.1：0dB、No.2：8dB） 

振動レベル線（dB） 

予測範囲 

図 3.3-2 予測結果（振動） 
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3.3.4 影響の分析 

（1）施設の稼働による振動 

① 影響の分析方法 

ア 影響の回避または低減に係る分析 

適切な振動対策がなされているかについて検討し、施設の稼働による振動の影響が

実行可能な範囲で回避、又は低減されているかについて明らかにする方法とした。 

 

イ 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

生活環境保全上の目標は、表 3.3-9 に示すとおりとした。 

 

表 3.3-9 生活環境の保全上の目標（振動） 

項目 時間区分 生活環境の保全上の目標 備考 

施設の稼働 

による振動 

（振動レベル） 

昼間 

8 時～19 時 
60 dB 

「都民の健康と安全を確保する

環境に関する条例（環境確保条

例）」における工場及び指定作

業場に係る振動の規制基準（第

一種区域） 

 
② 影響の分析結果 

ア 影響の回避または低減に係る分析 

施設の稼働による振動については、表 3.3-10 に示す環境保全対策を実施する計画

である。よって、施設の稼働による振動の影響は、実行可能な範囲で回避または低減

されるものと分析する。 

 

表 3.3-10 環境保全対策（施設の稼働による振動） 

環境保全対策 

低振動型の機器を採用するよう努める。 

設備機器の使用にあたっては、点検・補修等の維持管理を適切に行う。 

設備機器のアイドリングストップを徹底する。 

設備機器の配置は、可能な限り敷地境界から離れた場所に設置するよう努める。 

振動のモニタリングを実施する。 
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イ 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

施設の稼働による振動について、生活環境の保全上の目標と予測結果との整合性の

分析結果は表 3.3-11 に示すとおりである。予測結果は生活環境の保全上の目標を下

回っていることから、生活環境の保全上の目標との整合は図られているものと分析す

る。 

 

表 3.3-11 生活環境の保全上の目標との整合性の分析結果（振動） 

単位：dB 

予測地点 予測結果 
生活環境の 

保全上の目標 

敷地境界 

最大値出現地点 
<30（26） 

60 No.1 <30（ 0） 

No.2 <30（ 8） 
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3.4 悪臭 

3.4.1 調査対象地域 

調査対象地域は、図 3.4-1 に示す計画地及び悪臭の影響範囲を考慮し、計画地及びその周

辺地域とした。 

 

3.4.2 現況把握 

（1）現況把握項目 

現況把握項目ごとの調査方法を表 3.4-1 に示すとおりである。 

 

表 3.4-1 現況把握項目（悪臭） 

区分  現況把握項目 

悪臭の状況 
既存資料調査 

臭気指数 
既存現地調査 

自然的条件 

及び社会的条件 
既存資料調査 

悪臭発生源の状況 

土地利用の状況、人家の分布状況 

関係法令の指定状況 

 

（2）現況把握方法 

現況把握項目ごとの調査方法を表 3.4-2 に示すとおりである。 

 

表 3.4-2 現況把握項目ごとの調査方法 

現況把握項目 調査地点 調査時期 調査方法 

悪臭の状況 臭気指数 

既存資料調査 
計画地及び 

その周辺地域 
令和6年10月時点 既存資料の整理 

既存現地調査 
計画地 4地点 

(図 3.4-1 参照) 

6月及び8月に各1

回測定 

(令和 2年度～令

和 6年度) 

「臭気指数及び臭気排出強

度の算定方法」(平成 7年環

境庁告示第 63 号)に定める

方法 

自然的条件 

及び 

社会的条件 

悪臭発生源の状況 
計画地及び 

その周辺地域 
令和6年10月時点 既存資料の整理 

土地利用の状況、 

人家の分布状況 

計画地及び 

その周辺地域 
令和6年10月時点 

「国土数値情報ダウンロー

ド」(国土交通省 HP)の整理 

関係法令の指定状況 
計画地及び 

その周辺地域 
令和6年10月時点 

環境基準等の関係法令の整

理 
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No.2 

No.1 

No.3 

悪臭調査地点 

No.4 

図 3.4-1 既存現地調査 

地点図（悪臭） 
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（3）現況把握の結果 

① 悪臭の状況 

ア 臭気指数 

a 既存資料調査 

計画地及びその周辺地域における悪臭の調査は実施されていない。 

 

b 既存現地調査 

既存現地調査結果は、表 3.4-3 に示すとおりである。 

敷地境界における調査結果について、令和 5年度（6月 9日）の地点 No.2 で 12 と

基準値を上回っていたが、再測定結果（令和 5年 6月 20 日）は基準値を満足してい

た。また、その他の測定日及び地点においては基準値を満足していた。 

 
表 3.4-3 既存現地調査結果（臭気指数） 

測定日時 
敷地境界 計画地内 

基準値 
No.1 No.2 No.3 No.4 

令和 2年度 
6/1 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 

10 

8/12 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 

令和 3年度 
6/4 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 

8/6 10 未満 10 未満 15 10 未満 

令和 4年度 
6/3 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 

8/8 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 

令和 5年度 

6/9 10 未満 12 10 未満 10 未満 

6/20 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 

8/4 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 

令和 6年度 
6/14 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 

8/2 10 未満 10 未満 10 未満 15 

注 1）基準値：「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年条例第 215 号）」別表第 7「工

場及び指定作業場に適用する規制基準」7 悪臭のうち第一種区域の規制基準値（No.3、No.4

は準用） 

注 2）敷地境界（No.1、No.2）において臭気指数が公害防止基準値を超過した場合、臭気指数の再測定及

び特定悪臭物質の測定を実施している。 

注 3）令和 5 年 6 月 9 日における No.2 の測定結果について、基準値超過の原因は、調査が降雨後であっ

たことから、土壌からの臭気物質の影響を受けたことによるものと考えられる。 

注 4）令和 5 年 6 月 20 日の測定結果は、6 月 9 日の測定で No.2 が基準値を超過したことを受け、再測定

を実施したものである。 
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② 自然的条件及び社会的条件 

ア 悪臭発生源の状況 

計画地周辺の悪臭の固定発生源は、計画地内のエコセメント化施設が挙げられる。 

 

イ 土地利用の状況、人家の分布状況 

土地利用の状況、人家の分布状況は「3.1、3.1.2、(3)、③、イ 土地利用の状況、

人家の分布状況」に示したとおりである。 

 

ウ 関係法令の指定状況 

a 法に基づく規制基準 

悪臭防止法に基づく悪臭に係る規制基準は表 3.4-4 に示すとおりである。 

なお、計画地及びその周辺地域の用途地域は無指定であるため、都民の健康と安全

を確保する環境に関する条例（環境確保条例）によって第一種区域の基準（臭気指

数：10）が適用される。 

 

表 3.4-4 悪臭防止法及び環境確保条例に基づく悪臭に係る規制基準 

項目 第一種区域 第二種区域 第三種区域 
臭気指数 10 12 13 

注 1）地域区分の詳細は以下のとおりである。 

第一種区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用

地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住

居地域、田園住居地域、無指定地域（第二種区域及び第三種区域に該当する

区域を除く） 

第二種区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、これらの地域に接する地先及び水面 

第三種区域：工業地域、工業専用地域、これらの地域に接する地先及び水面 

出典：「悪臭防止法・環境確保条例による規制」(東京都 HP) 
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3.4.3 予測 

（1）施設からの悪臭の漏洩による影響 

① 予測対象時期 

予測対象時期は、施設の稼働が定常状態となった時期とした。 

 

② 予測項目 

予測項目は、臭気指数（臭気濃度）とした。 

 

③ 予測方法 

ア 予測地点、範囲 

予測地点は、敷地境界とした。 

 

イ 予測方法 

予測方法は、悪臭防止対策等の内容を踏まえた定性的な予測とした。 

 

ウ 予測条件 

a 環境保全対策 

施設の稼働においては、表 3.4-5 に示す環境保全対策を実施する計画である。 

 

表 3.4-5 環境保全対策（施設からの悪臭の漏洩） 

環境保全対策 

施設は仮設テント内に設置する。 

仮設テント内部は集塵機で吸引することにより臭気を除去するとともに、仮設テン

ト内部を常時負圧に保つ。 

乾燥灰は、搬入車両から混練機まで密閉されたポンプ及びタンクで保管する。 

設備機器の使用にあたっては、点検・補修等の維持管理を適切に行う。 

悪臭のモニタリングを実施する。 

 
④ 予測結果 

施設からの悪臭の漏洩に対する環境保全対策として、設備機器は仮設テント内に設置

する。なお、悪臭の発生源と考えられる焼却残さの受入れ作業は、全て仮設テント内で

行う計画であり、乾燥灰においては搬入車両から混練機まで密閉されたポンプ及びタン

クで保管する。 

また、仮設テント内部は集塵機で吸引することにより臭気を除去するとともに、仮設

テント内部を常時負圧に保ち、周辺環境への拡散を防止する。 

以上のことから、環境保全対策の実施により、施設からの悪臭の漏洩による影響は小

さく、現況が著しく悪化することはないと予測する。 
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3.4.4 影響の分析 

（1）施設からの悪臭の漏洩 

① 影響の分析方法 

ア 影響の回避または低減に係る分析 

適切な振動対策がなされているかについて検討し、施設からの悪臭の漏洩の影響が

実行可能な範囲で回避、又は低減されているかについて明らかにする方法とした。 

 

イ 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

生活環境保全上の目標は、表 3.4-6 に示すとおりとした。 

 

表 3.4-6 生活環境の保全上の目標（悪臭） 

項目 生活環境の保全上の目標 備考 

施設からの 

悪臭の漏洩 
10 

「悪臭防止法」及び「東京都

環境確保条例」における敷地

境界の臭気指数規制基準 

 
② 影響の分析結果 

ア 影響の回避または低減に係る分析 

施設からの悪臭の漏洩については、表 3.4-7 に示す環境保全対策を実施する計画で

ある。よって、施設からの悪臭の漏洩の影響は、実行可能な範囲で回避または低減さ

れるものと分析する。 

 

表 3.4-7 環境保全対策（施設からの悪臭の漏洩） 

環境保全対策 

施設は仮設テント内に設置する。 

仮設テント内部は集塵機で吸引することにより臭気を除去するとともに、仮設テン

ト内部を常時負圧に保つ。 

乾燥灰は、搬入車両から混練機まで密閉されたポンプ及びタンクで保管する。 

設備機器の使用にあたっては、点検・補修等の維持管理を適切に行う。 

悪臭のモニタリングを実施する。 

 

イ 生活環境の保全上の目標との整合性に係る分析 

既存現地調査において、直近 5年間の臭気指数は概ね 10 未満となっていた。本事業

において適切な環境保全対策を実施することで、施設からの悪臭の漏洩による影響は

小さく、現況が著しく悪化することはないと考えられることから、生活環境の保全上

の目標との整合は図られているものと分析する。 
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第4章 総合的な評価 

4.1 現況把握、予測、影響の分析の結果の整理 

生活環境影響調査項目として選定した大気質、騒音、振動、悪臭の 4項目に関して、現況把

握、予測、影響の分析の概要は表 4.1-1 に示すとおりである。 

施設に係る生活環境への影響はいずれの項目とも生活環境の保全上の目標を達成できると

ともに、環境保全対策の実施により環境への影響をできる限り低減することから、本施設によ

る環境への影響は小さいものと評価する。 

 

表 4.1-1(1) 生活環境影響調査の結果の整理（大気汚染） 

項目 区分 生活環境影響調査の結果 

施設の稼

働による

粉じん 

現況把握

の結果 

① 大気質の状況（粉じん） 

●既存資料調査 

日平均値は 0.006mg/m3、1 時間値の最大値は 0.010mg/m3であり、環境基準を下回っ

ている。 

 

●既存現地調査 

 計画地の敷地境界地点である地点 No.1 及び No.2 の日平均値は 0.005～0.025mg/m3

であり、1 時間値の最大値は 0.161mg/m3 であった。その他の周辺地域の日平均値は

0.006～0.026mg/m3であり、1 時間値の最大値は 0.113mg/m3であった。なお、全ての

地点において環境基準を下回っていた。 

 

② 気象の状況 

 年間における風向出現頻度は、静穏が 24.4％で最も多く、次いで南西が 14.2％で

あった。また、年間の最大平均風速は、南西の 1.1m/s であった。 

予測の結

果及び影

響の分析

の結果 

①影響の回避または低減に係る分析 

施設の稼働による粉じんについては、以下に示す環境保全対策を実施する計画であ

る。よって、施設の稼働による粉じんの影響は、実行可能な範囲で回避または低減さ

れるものと分析する。 

 

環境保全対策（施設の稼働による粉じん） 

施設は仮設テント内に設置する。 

必要に応じて場内の散水を行う。 

粉じん（浮遊粒子状物質）のモニタリングを実施する。 

  

②生活環境の保全上の目標と整合性に係る分析 

計画地において、粉じんが飛散する可能性のある風はほとんど発生しない状況であ

る。また、適切な環境保全対策を実施することから、現況の粉じんの状況を悪化させ

ないと考えられ、生活環境の保全上の目標との整合は図られていると分析する。 
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表 4.1-1(2) 生活環境影響調査の結果の整理（騒音） 

項目 区分 生活環境影響調査の結果 

施設の稼

働による

騒音 

現況把握

の結果 

①騒音の状況 

 計画地の敷地境界地点である地点 No.1 及び地点 No.2 は、全測定日時で規制基準を

下回っていた。周辺地点について、地点 No.5 における時間率騒音レベル(LA5)の 20

時、23 時、6 時の時間区分平均値は 46dB であり、基準値を上回っていた。ただし、

地点 No.5 側の敷地境界地点である No.2 の調査結果は基準値を下回っていることや、

調査結果は調査日前日の降雨に伴う河川流量の増加による影響を受けたものと考え

られることから、基準超過の原因は既存施設の稼働による影響ではないと考えられ

る。なお、その他の時間帯及び地点においては、基準値を満足していた。 

予測の結

果及び影

響の分析

の結果 

①影響の回避または低減に係る分析 

施設の稼働による騒音については、以下に示す環境保全対策を実施する計画であ

る。よって、施設の稼働による騒音の影響は、実行可能な範囲で回避または低減され

るものと分析する。 

 

環境保全対策（施設の稼働による騒音） 

施設は仮設テント内に設置する。 

仮設テントは必要に応じで防音シートを使用する等の防音対策も実施する。 

低騒音型の機器を採用するよう努める。 

設備機器の使用にあたっては、点検・補修等の維持管理を適切に行う。 

設備機器のアイドリングストップを徹底する。 

設備機器の配置は、可能な限り敷地境界から離れた場所に設置するよう努める。 

騒音のモニタリングを実施する。 

  

②生活環境の保全上の目標と整合性に係る分析 

予測結果は生活環境の保全上の目標を下回っていることから、生活環境の保全上の

目標との整合は図られているものと分析する。 

 

生活環境の保全上の目標との整合性の分析結果（騒音） 
単位：dB 

予測地点 予測結果 
生活環境の 

保全上の目標 

敷地境界 

最大値出現地点 
48 

50 
No.1 37 

No.2 43 

  

 
  



 

56 

表 4.1-1(3) 生活環境影響調査の結果の整理（振動、悪臭） 

項目 区分 生活環境影響調査の結果 

施設の稼

働による

振動 

現況把握

の結果 

①振動の状況 

各地点における時間率振動レベル(L10)の時間区分平均値は 30dB 未満であり、全地

点で規制基準値、基準値を下回っていた。 

予測の結

果および

影響の分

析の結果 

①影響の回避または低減に係る分析 

施設の稼働による振動については、以下に示す環境保全対策を実施する計画であ

る。よって、施設の稼働による振動の影響は、実行可能な範囲で回避または低減され

るものと分析する。 
 

環境保全対策（施設の稼働による振動） 

低振動型の機器を採用するよう努める。 

設備機器の使用にあたっては、点検・補修等の維持管理を適切に行う。 

設備機器のアイドリングストップを徹底する。 

設備機器の配置は、可能な限り敷地境界から離れた場所に設置するよう努める。 

振動のモニタリングを実施する。 
  
②生活環境の保全上の目標と整合性に係る分析 

予測結果は生活環境の保全上の目標を下回っていることから、生活環境の保全上の

目標との整合は図られているものと分析する。 
 

生活環境の保全上の目標との整合性の分析結果（振動） 
単位：dB 

予測地点 予測結果 
生活環境の 

保全上の目標 

敷地境界 

最大値出現地点 
<30（26） 

60 
No.1 <30（ 0） 

No.2 <30（ 8） 
  

施設から

の悪臭の

漏洩 

現況把握

の結果 

①悪臭の状況 

敷地境界における調査結果について、令和 5年度の地点 No.2 で 12 と基準値を上

回っていたが、再測定結果は基準値を満足していた。また、その他の測定日及び地

点においては基準値を満足していた。 

予測の結

果及び影

響の分析

の結果 

①影響の回避または低減に係る分析 

施設からの悪臭の漏洩ついては、以下に示す環境保全対策を実施する計画である。

よって、施設からの悪臭の漏洩の影響は、実行可能な範囲で回避または低減されるも

のと分析する。 
 

環境保全対策（施設からの悪臭の漏洩） 

施設は仮設テント内に設置する。 

仮設テント内部は集塵機で吸引することにより臭気を除去するとともに、仮
設テント内部を常時負圧に保つ。 

乾燥灰は、搬入車両から混練機まで密閉されたポンプ及びタンクで保管する。 

設備機器の使用にあたっては、点検・補修等の維持管理を適切に行う。 

悪臭のモニタリングを実施する。 
  
②生活環境の保全上の目標と整合性に係る分析 

既存現地調査において、直近 5 年間の臭気指数は概ね 10 未満となっていた。本事

業において適切な環境保全対策を実施することで、施設からの悪臭の漏洩による影響

は小さく、現況が著しく悪化することはないと考えられることから、生活環境の保全

上の目標との整合は図られているものと分析する。 
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4.2 施設の設置に関する計画に反映した事項及びその内容 

・施設は仮設テント内に設置する。 

・仮設テントは必要に応じで防音シートを使用する等の防音対策も実施する。 

・仮設テント内部は集塵機で吸引することにより臭気を除去するとともに、仮設テント内部

を常時負圧に保つ。 

・低騒音、低振動型の機器を採用するよう努める。 

・設備機器のアイドリングストップを徹底する。 

・設備機器の配置は、可能な限り敷地境界から離れた場所に設置するよう努める。 

・乾燥灰は、搬入車両から混練機まで密閉されたポンプ及びタンクで保管する。 

 

4.3 維持管理に関する計画に反映した事項及びその内容 

・必要に応じて場内の散水を行う。 

・設備機器の使用にあたっては、点検・補修等の維持管理を適切に行う。 

・粉じん（浮遊粒子状物質）、騒音、振動、悪臭のモニタリングを実施する。 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


